
 

 

 
 

 

 
行
き
過
ぎ
た
民
営
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
か
ら 

住
民
自
治
・
住
民
福
祉
を
守
ろ
う 

第
40
回
目
を
迎
え
た
「
吹
田

の
ま
ち
づ
く
り
・
く
ら
し
・
市

政
を
考
え
る
研
究
集
会
」
が
11

月
23
日
（
水
・
祝
）
に
大
和
大

学
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

吹
田
市
自
治
都
市
研
究
所
の
岩

根
良
さ
ん
か
ら
『
岐
路
に
立
つ

吹
田
「
民
営
化
」
か
ら
「
公
共
」

の
再
生
へ
』
と
し
て
基
調
講
演

が
あ
り
、
続
く
コ
ロ
ナ
禍
か
ら

起
き
て
い
る
健
康
被
害
と
経
済

的
被
害
に
対
し
て
、
自
治
体
が

住
民
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
守

る
た
め
に
発
揮
す
る
べ
き
役
割
や
、
い
ま
吹
田
市
で
次
々
と
進
め
ら

れ
て
い
る
自
治
体
業
務
の
民
営
化
や
こ
れ
か
ら
進
め
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
住
民
は
自

治
体
の
顧
客
で
は
な
く
主
権
者
で
あ
り
、
民
営
化
や
デ
ジ
タ
ル
化
で

住
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
な
い
自
治
体
で
は
な
く
、
住
民
福
祉
や
地

位
経
済
が
大
切
に
さ
れ
る
自
治
体
を
取
り
戻
す
べ
き
と
纏
め
ら
れ
ま

し
た
。 

実
践
報
告
で
は
「
桃
山
公
園
の
自
然
と
環
境
を
守
る
会
」
の
方
か

ら
公
園
Ｐ
Ｆ
Ｉ
か
ら
公
園
の
自
然
と
環
境
を
守
る
た
め
計
画
の
変
更

を
求
め
て
実
現
し
た
取
り
組
み
と
、
社
会
福
祉
法
人
こ
ば
と
会
理
事

長
の
正
森
克
也
さ
ん
か
ら
吹
田
市
か
ら
業
務
委
託
や
指
定
管
理
の
受

託
、
民
営
化
で
事
業
を
引
き
継
ぎ
見
え
て
き
た
課
題
に
つ
い
て
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。 

 イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
反
対
の
声
を
さ
ら
に
大
き
く 

 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
を
め
ぐ
っ
て
与
党
税
制
調
査
会
が
3
年

間
の
激
変
緩
和
措
置
の
検
討
に
入
っ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

措
置
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
1
万
円
未
満
の
少
額
取
引
に
お
い
て
イ

ン
ボ
イ
ス
を
不
要
と
す
る
こ
と
、
一
つ
は
免
税
事
業
者
が
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
に
な
る
こ
と
を
選
択
し
た
場
合
に
簡
易
課
税
の
よ
う

な
制
度
と
し
て
納
税
額
を
売
上
税
額
の
20
％
と
す
る
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
激
変
緩
和
措
置
の
狙
い
は
言
う
ま
で
も
な
く
反
対
の
世
論
を

和
ら
げ
る
こ
と
で
す
。
確
か
に
簡
易
課
税
の
よ
う
な
制
度
が
あ
れ
ば

事
務
負
担
は
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、
例
と
し
て
550
万
円
の
売
上
で
あ
れ

ば
納
税
額
は
10
万
円
に
も
な
り
ま
す
。
し
か
も
3
年
間
に
限
っ
た

措
置
で
、
そ
の
後
は
簡
易
課
税
を
使
っ
て
も
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
あ
れ

ば
サ
ー
ビ
ス
業
と
し
て
25
万
円
、
建
設
業
の
職
人
で
は
そ
の
他
の
事

業
と
し
て
20
万
円
で
す
。
し
か
も
こ
の
簡
易
課
税
制
度
は
イ
ン
ボ
イ

ス
導
入
を
め
ぐ
っ
て
制
度
の
見
直
し
が
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
制
度

そ
の
も
の
が
今
後
廃
止
さ
れ
る
か
大
幅
に
適
用
範
囲
が
縮
小
さ
れ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
1
万
円
未
満
の
少
額
取
引
も
措
置
終
了
後

に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
あ
く
ま
で
反
対
世
論
を
か

わ
す
一
時
的
な
措
置
で
す
。 

 

こ
の
激
変
緩
和
措
置
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
側
面
か
ら
見
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
民
商
・
全
商
連
、
文
化
芸
術
を
含
む
様
々
な

業
界
団
体
、
有
志
の
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
の
反
対
の
声
が
日
増
し
に

大
き
く
な
り
、
政
府
・
与
党
が
新
た
な
措
置
を
作
る
ほ
ど
追
い
詰
め

る
ほ
ど
運
動
に
高
ま
っ
て
い
る
証
拠
で
す
。
政
治
が
動
き
始
め
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
こ
の
緩
和
措
置
の
問
題
を
知
ら

せ
て
さ
ら
に
運
動
を
強
め
て
制
度
中
止
と
消
費
税
減
税
を
勝
ち
取
り

ま
し
ょ
う
。 

 

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金 

 
 

政
府
は
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高
騰
に
よ
る
負
担
増

を
踏
ま
え
、「
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
」

を
創
設
し
、
府
下
の
一
部
自
治
体
で
受
付
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。 

 

住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯
や
家
計
急
変
世
帯
の
み
が
対
象
で
、

給
付
額
も
１
世
帯
５
万
円
と
不
十
分
な
も
の
で
す
が
、「
自
治
体
の
協

力
金
も
廃
止
さ
れ
、
客
足
も
戻
ら
な
い
」「
仕
事
が
な
い
」
な
ど
売
上

が
激
減
し
た
ケ
ー
ス
な
ど
給
付
金
の
対
象
に
な
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。 

 

【
制
度
の
概
要
】 

①
給
付
金
の
支
給
額 

 

１
世
帯
あ
た
り
５
万
円 

②
給
付
金
の
申
請
又
は
支
給
時
期 

 

確
認
書
の
送
付
時
期
や
申
請
書
受
付
期
間
な
ど
は
市
町
村
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
市
町
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
等
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。 

③
支
給
対
象
と
申
請
の
有
無 

１
）
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
度
が
「
世
帯
全
員
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
」
世
帯 

➡

市
町
村
か
ら
「
確
認
書
」
が
送
付
さ
れ
、
内
容
を
確
認
し
て
返
信
。 

２
）
家
計
急
変
世
帯
＝
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
度
の
１
月
～
１
２

月
ま
で
の
任
意
の
１
カ
月
の
収
入
を
12
倍
し
た
額
）
が
市
町
村
住

民
税
均
等
割
非
課
税
水
準
以
下
の
場
合 

➡

申
請
が
必
要
で
す
！ 

給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
住
ま
い

の
市
町
村
に
申
請
書
と
添
付
書
類
を
添
え
て
申
請
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

 伝
言
板 

無
料
法
律
相
談
（
要
予
約
） 

12
月
15
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

 

青
年
部
忘
年
会 

12
月
17
日
（
土
）
19
時
00
分 

居
酒
屋
Ｇ
Ｏ
Ｒ
Ｏ 

会
費
3
千
円 

（
参
加
申
込
み
は
12
月
13
日
ま
で
） 

 

年
末
調
整
実
務
会 

12
月
22
日
（
木
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

12
月
26
日
（
月
）
19
時
00
分 

民
商
会
館 

1
月
6
日
（
金
）
14
時
00
分
・
19
時
00
分 

民
商
会
館 

1
月
17
日
（
火
）
19
時
00
分 

民
商
会
館 

令
和
4
年
分
の
各
申
告
書
と
徴
収
簿
を
揃
え
て
ご
参
加
く
だ
さ
い


